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　地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、平成30年度決算
に基づく健全化判断比率と公営企業の資金不足比率について公表し
ます。健全化判断比率は、４つの指標からなる財政の健全性を判断
するための指標で、そのうち１つでも基準以上となれば早期健全化
団体となり、議会の議決を経て財政健全化計画を策定し、公表する
必要があります。
　また資金不足比率は、公営企業の経営健全化を示す指標で、基準
以上となった場合、経営健全化計画の策定と公表が必要となります。
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― は、資金不足でないため、資金不足比率が発生していないこと
を示します。(　)は各公営企業の経営健全化基準の数値です。
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― は、赤字がないため赤字比率が発生していないことを示します。
(　)は市の早期健全化基準の数値です。
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 地方公営企業法(地方公共団体の経営する企業および事業に適用
される法律)に基づき、独立採算を基本とする企業的経営を行う
ものの会計をいいます。

上下水道総務課
☎072－433－7143

病院総務課
☎072－438－5500

健全化判断比率

公営企業の資金不足比率

問合せ先　行財政管理課　☎072－433－7266

病院事業 水道事業

　平成30年度の当院の利用状況は、
延べ患者数で入院が６万3,303人
(前年度に比べ3,261人、率にして
4.9％減)、外来が18万6,098人(同
1,378人、同0.7％減)となりました。
　また、医療機能の充実のため、
硝子体手術装置、皮膚レーザー照
射装置などを導入し、老朽化が進
行していた高圧蒸気滅菌装置など
を更新しました。
　経営状況は、総収益72億5,392万
円に対し、総費用72億1,779万円と

なり、差引3,613万円の純利益を計
上しました。また、特別利益・特
別損失を除く経常収支は１億5,224
万円の赤字となりました。
　当該年度の実質的な収支を表す
経常収支は２期ぶりの赤字となり
ましたが、今後、経常収支の黒字
転換に向け、当院の医療資源を有
効に活用し、経営効率化に努める
とともに、当院の理念である「地
域住民を守る良質な医療の提供」
を引続き実現していきます。

　平成30年度の給水状況は、自己
水(地下水など)と大阪広域水道企
業団からの受水により配水し、有
収水量は、940万5,116m3となり、
前年度と比較して14万3,358m3 
(1.5％)減少しました。
　事業状況は、第２次アクア計画
Ｃ－21に基づき５億403万円を投
じ、津田浄水場の整備工事や老朽
管布設替工事、全有機炭素計(水
質計測機器)の更新などを実施し

ました。
　経営状況は、総収益18億7,736
万円に対し総費用18億5,504万円
で、差引2,232万円の純利益を計
上し引続き黒字となりました。
　今後も給水収益などの収益の減
少や減価償却費などの費用の増加
が見込まれますが、安全安心な水
道水をお届けできるよう健全経営
に努めます。

7.4 40.1－ －

企業会計決算

かいづか水道ビジョン2019を策定しました
～ 未来へつなぐ　安全・安心な水道水 ～

　80年以上前から安全で安心な水道水を供給してきた水道事業は、
今、水の使用量の減少や更新が必要な水道管の増加などの課題に直面
しています。これらに対応する指針とするため貝塚市水道事業基本計
画である「かいづか水道ビジョン2019」を策定しました。
　計画期間は令和元年度から10年度までの10年間です。「未来へつな
ぐ　安全・安心な水道水」を基本理念とし、将来においても安全・安
心で信頼される水道水を市民の皆さんにお届けできるよう様々な取組
みを検討しました。詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ先　上下水道総務課☎072－433－7143


